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食品の表示

しても，値段がまちまちでいろんな種類7ｉｆありますがそ

の表示をみますと，なるほど，とその理由がわかるので

す。内容量の違いは勿論ですが原料に違いがあり，例え

ば安(/､方のものには肉のつなぎに澱粉を使っていると

か.．…，こういうことがわかりますと，目的に応じて消

費者も安心して選択することができるわけです。

④については消費者が品物の内容についてメーカーへ意

見をのべ,､改良して貰う事もできますし，また，消費者

が理解しやすい表示を要求する権利もあるということで

す。決して生産者側からおしつけられたり，無理に知識

を理解させられたりすることではない，という考え方に

たつことが望ましい事なのです。こういう消費者の権利

意識と同時に，食品に対する正しい知識を消費者は身に

つけなければならないと思います。そして，さらに食品

を販売する者も食品について十分な知識をもつことが表

示にない面をカバーしてくれることと思います。

このようなことを考えますと如何に適切な表示ｶﾇ大事

であるかということがお解りいたⅣけたと思います。最

近，こういう考え方が各国で起り国際的にも活動が始ま

りました。

はじめに

「消費者は王様」といわれることがあります71N私から

みれば，まだまだ消費者は生産者にふりまわされている

感じがいたします。以前に比べれば確かに消費者からの

クレームが多くなって，消費あっての生産にかわりつつ

あることはまちがいな(/､のですが，巷にはんらんしてい

る品物にはどれを選択してよいのか，戸迷うことがあり

ます。何故なら，品物についての大事な点が明確に示さ

れていなかったり，売手が十分説明できる情報をもって

いなかったりということが，実に多々あるからです。

食品につ(/、ても同じで，食品ならなおさら消費者が安

心して買えるように包装された中身については十分に知

らされるべきです。そして消費者の買いたい条件にかな

ったものが選択されねばならないと思います．極端に(/、

うと'現在は消費者がくじを引くような気持で買わされ

ているようなものです。こういうことを改善させるに

は，食品の表示を明確にしていく必要があるでしょう。

１消受者の基本的な権利

古い話ですが，1962年，故ケネディ大統領が消費者保

護についての特別教書の中で，消費者のもつ基本的要求

として

①安全の権利

②知らされる権利

③選択できる権利

④意見を反映させる権利

があるということがのべられました。

①について例をあげますと有害色素などがあげられま

す。

毒性が強いという確証が得られて使用禁止になったの

では，身体の安全の権利が十分いかされたとはいえませ

ん。

②と③については，中身と違う表示の食品を買わされた

のでは消費者の権利がいかされませんし，また十分知ら

された上で選択が可能になってくるのです。従ってどの

食品も包装上，品名，原料名，内容量，製造年月日，添

加物そして価格等については明示されねばなりません。

沖縄には，アメリカやその他の国からも沢山の食品が

輸入されていますが，その中で表示について羨しく思う
ハ「

ことは６７メ;|リカ製品の多くが，原料名を明記して(/、

ることです。例えばよく利用されているポーク芝みま

占め

２世界の動向

1962年，１０月，ジュネーブＦＡＯ，ＷＨＯの食品に関

する合同会議が開催されました。その目的は「消費者の

健康を保護し，また食品の公正な取引きを確保するため

に食品の規格に積極的に参加し，その推進に協力する」

ことでした。そして食品規格委員会力f結成されました。

これらの対象となる食品は，消費者に提供し，販売され

る主要な加工食品，半加工食品，又は生鮮食品のすべて

ということです。1968年に国際規格および規準を採択し

1970年４月には，各国の政府へ要請文が発表され，受諾

に関して意志の表明力球められています。又，ＯＥＣＤ

（経済協力開発機構）加盟国でも消費者政策について資

料を集めること，表示の問題と比較テストについて研究

すること，安全性の問題と消費者信用について報告する

ことが決められ，国際的な流通やＰ５可引という面からだけ

でなく，消費者保護という点にも眼が向けられたことは

喜ばしいことです。

具体的にアメリカではどうなっているのか，例をあげ

てみましょう。↑へ

アメリカにおける表示の規制は連邦取引委員会（ＦＴ

一
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第１表食品衛生法にもとづく食品および添加物の表示基準一覧表 (４５．７．１現在）
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１マ_ガリン

２酒精飲料

３ガラスびんで紙隆の
清涼飲料水

４ポリエチレン加工紙製
容器包装詰清涼飲鵬肱

５缶詰の清涼飲料水

６その他の清涼飲料水

７ハム・ソーセージ・

ベーコンの類

８魚肉ハム・魚肉ソーセ
イジ・鯨肉ベーコン類

９シアン化合物（青酸）
を含有する豆類

０１冷１束食品

１１上記以外の容器包装
に入>r↓られた食肉

１２上記以外の容器に入
れられた生かき※４

１３上記以外の容器包峰
に入れられた生めん類
（ゆでめん溌含む）即
席めん類，弁当，調理
パン，そうざい，魚肉
ねり製品，生菓･子類

１４上記以外の容器包鶴
に入れられた加工食品

１５添加物
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輸入品で，製造又は加工の年月日の不明のものにあっては，輸入年月'三|である旨を冠したその年月日を記
載する。

缶詰，びん話，たる詔，つぼ詰の場合には，製造叉は加工年月日を価マーク式の記号でもよい。
解１hｌｘされた,鳥獣の肉，内臓，頭等茜分割し，細霞切し，若しくは細砕ｕ１ｉ二年月日をいう。
小分ザ再包:痩も加工とみなし，その年月日，その場所，氏名等必要な表示芒行なうこと。この場合むき身
処理の加工年月日，加工所々在地，氏名を併記する。
むき身かきについては，かきをむき身にした年月日，からつきかきについては採取し洗浄した年月日，冷
凍かきについては冷凍した年月日をいう。

製造所所在地並びに氏名は届出により，製造者又は販売者（販売者の場合はその旨を記載する）の住所・
氏名蓮もって表示することができる。

原則として６号活字以上の大きさで行うこと。面積が狭い場合であっても，少なくとも７号活字以上で行
なうこと。

すべての原料肉鞍，鳥獣の種類別に配合分量の多いものから順に記減する。ただし，魚肉である原料につ
いては，魚肉と記載する。

缶詰食品の場合にあっては主要な原材料名。

化学殉合成兄,たるビタミンＡの誘導体に限りビタミンＡとしての重量パーセントの表示芝必要とする。
化学的合成品及びこれ話含む製剤以外の添加物にあっては，法第７条第１項の規定により基準又は規格が
定められているものに限る。

タール色素の製剤に限る。
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Ｃ）と厚生省の食品蝿ＵＭ:(ＦＤＡ)がありあす。ＦＴＣ ②製造方法，生産方法，加工方法，修理方法

の:規制は消費者の誤認の排除目的であつのた力畷近は梢③成分

徴者が品物を選択する時に.Z《要だと考えられることで積④目的に対する適合性，強度，性能，機能，正確度

極ｌｌ１９に商品やその容器，包袋に表示芝させるという傾向⑤上の各号に含まれない，その他の物質的特徴

が強まってきています。例えばビダミン剤に〃健康な人⑥何ぴとかによる検査及び検査の結果

は飲んでも無駄です＝という表示蓮させたりもします。⑦同ぴとかによって許可された型式への合致

ＦＤＡｶｶﾞ所脅している]筈漢な規制!,ま，食品，薬品，化⑧製造の加工，修理の場所，日[痔

粧,ｌｊＭミ（1938）があり，この中で王饗:食品につV､ての定⑨製造，生産，加｣二，修理を行った省

議があり，又，fljil格があり，この定義や規格に合わない ⑩以前の所有者，又は使用者に関する履歴，等で，こ

もので，その名前蓮(ｊＭＬた場合は表示違反となる訳で れらの項目の内容に広い適用範囲をもち，一切の商行為

す。また，l966fFには公ＩＦ包装表示法ができました。に関することを含んでいます。

イギリスでは，1968年，消費者保護の立場から取引表西ドイツでは，1953年に食品表示法が制定されている

示法7<Ｍｊ立しており，その主な内容はほか，西欧諸国では，古くから表示問題については関心

①数量，サイズがきわめて深いようです。

第２表公正競争規約を設定している食品の一覧表

－４

籍原材料繍轤葦月晉’加工食品翁驍謂 内容鼠｜ 特定事項の表示基準■
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昨
口

牛乳，乳製品を.含有していると
きはそれぞれの成分％･
ビタミン類芝含有するとき，そ
の種類と含有量。

ビタミンＣが生レモンより少し、
場合「ビタミンＣ無添加」表示

ﾏｰｶﾞﾘﾝ'4291｜マーガリン ○ ○’○ ３

合成ﾚﾓﾝ|剛’｜鰡舌吝成ﾚﾓﾝＩ

○’○’○○ '

○
''二乳と加工乳には乳脂肪分と無
脂肪固形分の重量百分比

○
製造曰

○

牛乳・加工143.12.41牛乳加工乳
乳飲料’

○ ○

牛乳分％，脂1111乳分％，糖分％
添加物一一一」｜乳飲料

食品かん…す|鍵ii蕊
○ ○

○
’
○

○

原料の配合割合○
／～､

蹴一ノ ｙｒｌｃ９
(固形量内
容総量）
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－－ｌ￣－－－－

○’○

／￣へ

lＪそばうどん’○

~|万粉わさび’44.7.21 ○粉`わさび ３

、し

削りぶし’４５．１．１１原料魚櫛名をつける｜、 。○ ｢￣）
、－－ ，

添加物，ビタミン，花粉．，香料
ローヤルゼリー，果汁を添加し
たときその名称。採蚤源の花名
・脱臭，脱色したものはその表
示、加糠はちみつに.糖の名称と
量、原嘩'五名

,はちみつ，４５．５．１３ ○ ○’○はちみつ

加糖はちみつ

９Ａ，

|密封し
'た日

－－－~~|~￣￣

’○
一＿し－－－

○’○

仮のり枚数又はlMi数小袋は袋数
そして袋中の枚数、もみのりバ
ラ切は,数叉は板のり何枚。

食品海苔’43.4.11食品海苔 』 ’１
－ﾉ

12％以上酸度のものは使用法。
合成酢については醸造酢の混合
割合
ビネガーは醸造酢のみに使用。

食酢’４５．９．１ 醸造酢

合成酢 ○|鯰‘
○

公正競争規約とは不当表示防止法により事業者等が公疋取引委員会の認定鞍うけて表示について自主的
に設定する業界のルールのことをいいます。

４



３曰本における食品の表示

日本にお(ﾊては，食品衛生法，日zt､農林親'格，および

公正競争規約中に表示に隣連のある条項がみられます。

（１）食品衛生法施行規則の一部改正が昨年７月25日に

公布され，罐びん誌を含む包装食品の表示義務が強化さ

れました。これは第１表の表示基準一覧表に示された通

りです。食品添加物では356種中，表示義務があるのは

８５種で許可されているものの約四分の一に相当する数で

丁。１９７０年７月以降の製品のものから表示されねIまなり
少

ません。

これらは合成甘味料４，合成着色料31,合成保存料１６

合成殺菌料９，合成糊料８，漂白剤６，発色青Ｕ２等です

（２）公正競争規約を設定している食品をみますといま

だ種類は少ないのですが，マーガリン，合成レモン，牛

乳，ﾌﾟﾘ[i工乳，乳飲ＩＳＩ.，食品かん詰，ゆでめん，粉･わさ

び，削りぶし，はち蜜，食品海苔，食酢，近い中に成立

が予定されている物に，チーズ及びチーズフード，果実

飲料，食肉等があります。その他にもチョコレート，ビ

スケット，食用油，ハム，ソーセージ，加工肉，情１京飲

料，乳酸菌飲料，みそ，しょう油，トマト加工品，即席

めん類，インスタントスープ，が検討されています。公

正取引委員会が，これからの表示規制の重点としてあげ

ていを項目は

①種類別名称⑤有敷期日

②原材料⑥内容量

③食品添加物⑦製造方法

④製造年月日，又は輸入年月日⑧特定事項の表示

等で，これらの表示の明確化により，一段と消費者の

選択の権利がいかされていくことと思います。現在の表

示規制がはっきりと示されているものについて第２表に

まとめてみました。

(3)，昭和25年（1950）に制定された農林物資規格法に

基づき，農林産物のi1iLi品について品質の基準が定められ

ています。ご承知のように天然の産物は后種のものでも

季節や産地，植物'性のものであれば，土壌やＨ１〕>|;ilr条件に

より，又動物性のものでは，栄養状態等により品質が多

少とも違ってきます。こういうことは大量生産や消費と

いう面から問題が生じてきます。そこでここの規格は品

質の改善，生産の合･理化，取引の単純化ならびに公正

化，使用の合理化をはかることが目的で出来上ったので

す。この規格を日本農林規格ＪＡＳとよんでいます。こ

れでは種類名，製造年月日，製造業者名などを表示し，

消費者が品質と価格等をみあわせて選択できるようにし

ています。1970年８月現在，日本農林規格の明確化され

たものは54品目，309規格となっています。しかし，こ

れは強制的に適用されるものでなく，業者が自発的に規

格に適合しているかどうか，検査を受け，適合している

ならばＪＡＳマークをつける制度になっています。

４食品につけられるマーク

このように物によってはマークをつけた物もあります

が，法律にもとづいているものはこのＪＡＳマーク，特

殊栄養食品のマーク，まるしようの三つがあります。

又，この他にも業界の自主規制マークがあります。

(1)ＪＡＳマークは先にあげました日zis農林規格に合格

したものにつけられますが，マークの品名欄に食品の種

類別の名称が記入されるようになっています。このマー

クのつv】た食品については①一定以上の品質のもの莚見

分けることができる②内容量を正確に知ることができる

③内容物，製造年月日を知ることができます。

最近，うそつきジュースを追放するためにＪＡＳの一

部改正がなされました。国産のジュースは果汁分がきわ

めて少なく,着色された水の感が強かったのですが,この

程改正の運びとなりました。このＪＡＳによりますと，

今まで四段階に分けていた規格を六段階に分け，そして

ジュースというのは天然果汁に限るということになり，

また保存料のデヒドロ酢酸とビタミンｃ等の酸化防止剤

を除いては，合ljli甘味料，色素，香料，漂白剤，殺菌剤

などの食品添加物はすべて認めないことになっていま

す。

果実ピューレー果汁分’00％の原料（果肉飲料の原

料）

天然果汁果汁分100％

=ジム､

__竿』‐

日本農林規格
JiRpaneGeAgncul‐
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特
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果汁飲料５０～90％１１０％きざみで表示

果肉飲料果実飲料のうすめたもの

果汁入り清涼飲料１０～40％１０％きざみで表示

濃厚シラッブうすめて飲むのは果汁分に応じて天

然，果汁，果汁入り，清涼飲料を表

示する。

（２）特殊栄養食品のマークは昭和27年（1952年）に制

定された栄養改善法に基づいてビタミンＡ，Ｂ１，Ｂｚ

Ｃ，Ｄ，カルシュウム，鉄分，アミノ酸などを食品に添

加し，強化した加工食品で，その栄養素力１W(iii充できると

いう表示のあるものに，厚生省が「特殊栄養食品」の許

可芝与えています。このマークの食品には，添加した栄

養成分の名称や量が記載されており，現在約1400種位あ

るようです。

（３）まるしようのマークというのは食品と直接に関係

はありません力潮量法に基づいてつくられたもので，特

殊容器につけられるマークですが，中身芝その都度計量

しなくても売ることができる酒，ビール，清涼飲料水，

しょう油，酢，みりん，牛乳などの底につr､ています。

業界の自主マークも年々ふえてきておりますが主なも

のをあげてみましょう。

（４）ＪＳＢマーク（日本規格パン）食パンにつけられ

ているマークです。昭和43年（1968年）頃から使われて

いますが，強制表示でないため，使用されているのは全

国でも５％程度ということです。包装への表示項目は，

①標準量目，②品質（水分40％以下アルファ化度75％以

上）③原料混入割合（小麦粉を100％として）等となっ

ています。

（５）冷凍食品の認定証のマークは，社団法人日本冷凍

食品協会iによるもので，1970年４月から実施されるもの

ですが，三つの基本的な点をもっています。これは①製

品自体の検査規格（水産物，農産物，調理食品，その他

）も定め，②衛生上の基準，③工場の認定，ということ

で冷凍食品を作っている工場の基準があり，認定された

工場でつくられた冷凍食品にこのマークがつけられるよ

うです。全国に冷凍食品製造社は400社位あるという事

ですが，その内約40社のメーカーが認定されているよう

です。この他に各種のマーク，例えば罐詰の刻印とマー

ク，全国ビスケット協会の品質保証マーク等があります

が，何といっても消費者側に理解できるような具体的な

表示が望ましく，各食品にゆきわたるべきだと思います

。そうすることによって消費者に選択の可能性が生れて

くるでしょうし,，そこではじめて「消費者は王様」とい

う汽葉がふさわしくなってくるのではないでしょうか。

（外間ゆき）

しり

まるしようマーク

Pペ－

歪記しのマーク

定言ＩＬ、

冷凍食品
の認定証
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、、

日本ケーキミックス協会の保証マーク

全国ビスケット協会の保証マーク
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